
平成２７年第１回墨田区議会定例会提出予定案件（追加） 

 

〈予算〉 

 １ 平成２６年度墨田区一般会計補正予算 

 

〈条例〉 

 １ 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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平成２７年第１回墨田区議会定例会提出予定案件概要 

 

<条例> 

 １ 墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 （１）改正理由 

    特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に基づき保険料率を改定す

るほか、国民健康保険法施行令の一部改正（27.3.4公布、27.4.1施行）に伴い

賦課限度額の引上げ等を行う。 

 （２）内容、施行期日等 

    別紙のとおり 
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【別紙】 

墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例概要 

 

１ 保険料率の改定等 

  特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に基づき保険料率を改定するとと

もに、国民健康保険法施行令の一部改正（27.3.4公布、27.4.1施行）に伴い賦課限

度額を引き上げる。 

区     分 現   行 改 正 案 

基礎賦課額 

所 得 割 
６．３０／１００ 
〔賦課割合：56/100〕 

６．４５／１００ 
〔賦課割合：56/100〕 

被保険者均等割 
(被保険者１人につき) 

３２，４００円 
〔賦課割合：44/100〕 

３３，９００円 
〔賦課割合：44/100〕 

賦 課 限 度 額 ５１０，０００円 ５２０，０００円 

後期高齢者

支援金等賦

課額 

所 得 割 
２．１７／１００ 
〔賦課割合：56/100〕 

１．９８／１００ 
〔賦課割合：56/100〕 

被保険者均等割 
(被保険者１人につき) 

１０，８００円 
〔賦課割合：44/100〕 

現行どおり 
〔賦課割合：44/100〕 

賦 課 限 度 額 １６０，０００円 １７０，０００円 

介護納付金

賦課額 

所 得 割 
１．７７／１００ 
〔賦課割合：50/100〕 

１．６２／１００ 
〔賦課割合：50/100〕 

被保険者均等割 
(被保険者１人につき) 

１５，３００円 
〔賦課割合：50/100〕 

１４，７００円 
〔賦課割合：50/100〕 

賦 課 限 度 額 １４０，０００円 １６０，０００円 

 

２ 保険料率の改定に伴う保険料の減額等の改正 

  国民健康保険法施行令の一部改正（27.3.4公布、27.4.1施行）に伴い低所得世帯

の保険料の均等割額の減額に係る所得算定基準を改めるとともに、被保険者均等割の

保険料率の改定に伴い均等割額から減額する額を改める。 

区 分 
現     行 改  正  案 

算定基準 被保険者１人につき減額する額 算定基準 被保険者１人につき減額する額 

７割減額

世 帯 

所得が３３万円を

超えない世帯 

基礎 ２２，６８０円 

現行どおり 

基礎 ２３，７３０円 

後期 ７，５６０円 後期 現行どおり 

介護 １０，７１０円 介護 １０，２９０円 

５割減額

世 帯 

所得が〔３３万円

＋２４万５千円×

被保険者数〕を超

えない世帯 

基礎 １６，２００円 所得が〔３３万円

＋２６万円×被保

険者数〕を超えな

い世帯 

基礎 １６，９５０円 

後期 ５，４００円 後期 現行どおり 

介護 ７，６５０円 介護 ７，３５０円 

２割減額

世 帯 

所得が〔３３万円

＋４５万円×被保

険者数〕を超えな

い世帯 

基礎 ６，４８０円 所得が〔３３万円

＋４７万円×被保

険者数〕を超えな

い世帯 

基礎 ６，７８０円 

後期 ２，１６０円 後期 現行どおり 

介護 ３，０６０円 介護 ２，９４０円 

＊基礎：基礎賦課額 
＊後期：後期高齢者支援金等賦課額 
＊介護：介護納付金賦課額 
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３ 一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例の恒久化 

  国民健康保険法の一部改正（24.4.6公布、27.4.1一部施行）により、平成２２年

度から平成２６年度まで実施されている保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同

事業を恒久化することに伴い、両事業に係る拠出金及び交付金を基礎賦課総額の算定

の対象に加える。 

 

４ 保険料の減免申請期限の特例 

  減免に係る申請を期限までに行うことができない場合に区長がやむを得ない事情が

あると認めるときは、当該期限後に減免申請することができることとする。 

 

５ 施行期日等 

  本年４月１日                      



  　　　　　　平成26年度　墨田区一般会計補正予算（第9号）概要

Ｉ 歳入歳出予算補正

補正前の額 補正額 補正後の額
千円 千円 千円

110,687,226 144,255 110,831,481

◇歳　　出 144,255千円

1 総務費

(1) 総務管理費

・ 総合戦略策定経費

2 民生費

(1) 児童福祉費

・ 子育て応援商品券交付事業費

3 産業観光費

(1) 商工費

・ 区内共通プレミアム商品券発行事業費

・ （仮称）すみだまるごとバル実施経費

◇歳　　入 144,255千円

1 国庫支出金

(1) 国庫補助金

・ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

2 都支出金

(1) 都補助金

・ 地域消費喚起特別支援事業費

Ⅱ 繰越明許費

（追加） （単位：千円）
款 項

総務費 総務管理費

民生費 児童福祉費

産業観光費 商工費

産業観光費 商工費

36,000千円

100,255千円

36,000千円

74,055千円

98,255千円

100,255千円

100,255千円

事　業　名

（仮称）すみだまるごとバル実施事業 24,200

24,200千円

10,000千円

10,000千円

10,000千円

36,000千円

44,000千円

44,000千円

44,000千円

区内共通プレミアム商品券発行事業

98,255千円

10,000

36,000

金　額

74,055

総 合 戦 略 策 定 事 業

子育て応援商品券交付事業


